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資料資料資料資料３３３３

認証認証認証認証マークのマークのマークのマークの取扱取扱取扱取扱い(い(い(い(案)案)案)案)についてについてについてについて

道産食品独自認証制度の認証を受けた道産食品には認証マークを表示するこ

ととしているが、その効果的なＰＲを推進するため、認証マーク本体に支障の

ない範囲で認証マークを説明する文言を併記することができることとし、次の

とおり取扱う。

(取扱方針）

１．認証マークは北海道が商標権を取得しているため、認証マーク使用時の文

言の併記については、北海道の判断となる。

２．併記する文言の適否については、文言提示が行われた後の判断となるが、

道産食品独自認証制度の内容や道がそのＰＲに利用している表現に比べ著し

く逸脱するような文言でなければ問題にはならない。

■具体的な文言例

「北海道が認めた安全･安心･こだわりの道産食品の証」

｢安全で優れた道産食品を認証するマークです」

「毎日の食卓に安全を‼」

３．文言の併記については、道産食品独自認証制度実施要綱第７に基づく「認

証マーク表示基準」の第４「遵守事項」に、認証マークに併記する文言に関

する規定を追加することとする。

■許諾方法

・認証マーク使用許諾申請に対し、知事が承諾。

・認証マーク使用変更許諾申請に対し、知事が承諾。

（詳細は別紙のとおり）
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認証マーク表示基準(改正案)認証マーク表示基準(改正案)認証マーク表示基準(改正案)認証マーク表示基準(改正案)

第１ 目的
この基準は、道産食品独自認証制度実施要綱（以下「要綱」という。）に規定す

る認証道産食品の表示について、必要な事項を定めるものとする。

第２ 商標権
認証マークに関する商標権は、北海道が所有する。

第３ 認証マークの使用
認証マークは、要綱の定めにより次の場合に限り使用できるものとする。

１ 認証機関から認証を受けた事業者。（以下「認証事業者」という。）
（１）認証道産食品にシールとして貼付又は印刷して表示する場合。
（２）認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する場合。
２ 北海道にマーク使用の届出を行った者。
（１）認証制度の PR 等に使用する場合。
（２）認証道産食品の販売促進等に使用する場合。

第４ 遵守事項
認証マークの使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

１ 認証事業者。
あらかじめ様式１により認証マーク使用許諾を知事に申請し、様式２の使用許

諾書を知事から受けること。
認証認証認証認証マークマークマークマーク使用許諾使用許諾使用許諾使用許諾をををを受受受受けたけたけたけた許諾事項許諾事項許諾事項許諾事項についてについてについてについて変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合はははは、、、、あらかじあらかじあらかじあらかじ

めめめめ様式様式様式様式４４４４によりによりによりにより知事知事知事知事にににに申請申請申請申請しししし、、、、様式様式様式様式５５５５のののの使用変更許諾書使用変更許諾書使用変更許諾書使用変更許諾書をををを知事知事知事知事からからからから受受受受けるこけるこけるこけるこ

とととと。。。。

なおなおなおなお、、、、認証認証認証認証マークマークマークマーク本体本体本体本体にににに支障支障支障支障のないのないのないのない範囲範囲範囲範囲でででで認証認証認証認証マークをマークをマークをマークを説明説明説明説明するするするする文言文言文言文言をををを併併併併

記記記記することができるものとするがすることができるものとするがすることができるものとするがすることができるものとするが、、、、このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて併記併記併記併記するするするする文言文言文言文言はははは、、、、あらあらあらあら

かじめかじめかじめかじめ様式様式様式様式２２２２またはまたはまたはまたは様式様式様式様式５５５５によりによりによりにより、、、、知事知事知事知事のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得たものにたものにたものにたものに限限限限るるるる。。。。

２ 北海道にマーク使用の届出を行った者。
あらかじめ様式６により認証マーク使用届出書を知事に提出すること。

第５ 認証マークの仕様等
認証マークの仕様等は、別記によるものとする。ただし、容器又は包装等の形

状等により、これによりがたい場合は、知事と協議するものとする。

第６ 認証道産食品に関する情報の表示
認証事業者は、認証マークとともに認証道産食品に関する生産及び製造加工の

履歴並びに品質に関する情報を表示することができる。

第７ 誤認の防止
認証事業者及び北海道にマーク使用の届出を行った者は、消費者等に誤認させ

るような方法で認証マークを表示してはならない。

第８ 使用実績の報告
認証事業者は、認証マークの使用管理に関する記録簿を備え、毎年３月末まで

の認証マークの使用実績を様式３により、翌４月末までに認証機関に報告しなけ
ればならない。

第９ 認証マークの使用中止
次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、認証マークの使用中止を命ずる。

１ 要綱の規定による認証の取消しを行った場合。
２ 第３の使用以外に使用した場合。
３ 第７に該当した場合。

附 則
この基準は、平成１６年６月４日から施行する。

平成１７年７月８日一部改正
平成１７年９月２８日一部改正
平成２１年３月３日一部改正
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（新規申請の場合）

（様式１）

認証マーク使用許諾申請書

平成 年 月 日

北海道知事 様

（認証事業者）

所在地 〒 -
名 称

代表者 ,

平成 年 月 日付けで認証を受けた次の道産食品について、次の条件を了知の

上、認証マークを表示したいので、申請します。

記

１ 認証道産食品の種類及び名称

２ 認証番号 認証第 号

３ 認証機関名

４ 使用する認証マークの種類等等等等
（１） 認証道産食品にシール又は印刷する種類

基本タテ組ー和文 基本タテー欧文

展開ヨコ組ー和文 展開ヨコ組ー欧文

認証認証認証認証マークにマークにマークにマークに併記併記併記併記するするするする文言文言文言文言

（２） 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する種類

基本タテ組ー和文 基本タテー欧文

展開ヨコ組ー和文 展開ヨコ組ー欧文

５ 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する用途

販促用パネル、ＰＯＰ、折り込み広告に使用、カタログに使用、

新聞・雑誌に使用、ホームページ画面に表示、その他（具体的に記入）

６ 年間使用予定枚数

（１） 認証道産食品にシール又は印刷する枚数 枚

（２） 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する枚数 枚

７ 使用条件

（１）認証マーク表示基準を遵守すること。

（２）商標権者の名誉及び信用を害すること並びに損害を及ぼすことはしないこと。

（３）前２項の条件は、認証事業者が認証マークを印刷させる印刷事業者等にも及ぶこ

と。

注）４の「種類」及び５の「用途」は、別添資料としてもよい。

又、該当項目を○で囲んでください。
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（様式２）

認証マーク使用許諾書

記 号

平成 年 月 日

（認証事業者） 様

北海道知事

平成 年 月 日付けで申請のあった認証マークの使用許諾申請については、次

のとおり承諾します。

記

１ 認証道産食品の種類及び名称

２ 認証番号 認証第 号

３ 認証マークの印刷事項

（１） 認証道産食品にシール又は印刷用

認証認証認証認証マークにマークにマークにマークに併記併記併記併記するするするする文言文言文言文言

（２） 認証道産食品の販売促進等用
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（使用許諾を受けた許諾事項を変更する場合）

（様式４）

認証マーク使用許諾変更申請書

平成 年 月 日

北海道知事 様

（認証事業者） 所在地 〒 -
名 称

代表者 ,

平成 年 月 日付け記 号で認証マーク使用許諾を受けた許諾事項について、
次のとおり変更したいので、次の条件を了知の上、認証マークを表示したいので、印刷事
業者等の誓約書を添えて申請します。

記

１ 認証道産食品の種類及び名称

２ 認証番号 認証第 号

３ 認証機関名

４ 変更理由

５ 変更使用する認証マークの種類

（１） 認証道産食品にシール又は印刷する種類

基本タテ組ー和文 基本タテー欧文

展開ヨコ組ー和文 展開ヨコ組ー欧文

認証認証認証認証マークにマークにマークにマークに併記併記併記併記するするするする文言文言文言文言

（２） 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する種類

基本タテ組ー和文 基本タテー欧文

展開ヨコ組ー和文 展開ヨコ組ー欧文

６ 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する用途

販促用パネル、ＰＯＰ、折り込み広告に使用、カタログに使用、

新聞・雑誌に使用、ホームページ画面に表示、その他（具体的に記入）

７ 年間使用予定枚数

（１） 認証道産食品にシール又は印刷する枚数 枚

（２） 認証道産食品の販売促進等（制度ＰＲを含む）に使用する枚数 枚

８ 使用条件

（１）認証マーク表示基準を遵守すること。

（２）商標権者の名誉及び信用を害すること並びに損害を及ぼすことはしないこと。

（３）前２項の条件は、認証事業者が認証マークを印刷させる印刷事業者等にも及ぶこ

と。

注）４の「種類」及び５の「用途」は、別添資料としてもよい。

又、該当項目を○で囲んでください。
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（様式５）

認証マーク使用変更許諾書

記 号

平成 年 月 日

（認証事業者） 様

北海道知事

平成 年 月 日付けで申請のあった認証マークの使用変更許諾申請については、

次のとおり承諾します。

記

１ 認証道産食品の種類及び名称

２ 認証番号 認証第 号

３ 認証マークの印刷事項

（１） 認証道産食品にシール又は印刷用

認証認証認証認証マークにマークにマークにマークに併記併記併記併記するするするする文言文言文言文言

（２） 認証道産食品の販売促進等用
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（様式６）

認証マーク使用届出書

届出年月日 平成 年 月 日

使用責任者

［法人・個人］ 印

住所・所在地 〒

電話番号及び 電話

ＦＡＸ番号 ＦＡＸ

使用目的 目的

認証品の販売、ＰＲ等

制度のＰＲ

どこで

認証品

※ どのような目的でマークを使用し、主にどこで使用するかを

記入してください。また、マークを使用する認証品を記入して

ください。

使用・表示方法 販促用パネル、ＰＯＰ、折り込み広告に使用、カタログに使用、

及びその形態 新聞・雑誌に使用、ホームページ画面に表示、

その他（具体的に記入）

※ マークをどのように使用・表示するかを記入してください。

※ 該当項目を○で囲んでください。

その他、

参考事項

連絡責任者

※ 事務担当者を記入してください。また、上記の住所等と連絡

先が異なる場合は、連絡のとれる移住書、電話番号、ＦＡＸ番

号、メールアドレスを併せて記入してください。

※会社要覧などの事業概要がわかる資料を適宜添付してください。
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17
年
９
月
28
日
一
部
改
正

平
成
17
年
９
月
28
日
一
部
改
正

平
成
21
年
３
月
３
日
一
部
改
正

平
成
21
年
３
月
３
日
一
部
改
正

平
成
24
年

月
日
一
部
改
正



-
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（ （（（
新

規
申

請
の

場
合

新
規

申
請

の
場

合
新

規
申

請
の

場
合

新
規

申
請

の
場

合
） ）））

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

（
様
式
１
） ）））

（
様
式
１
） ）））

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
申
請
書

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
申
請
書

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日

北
海
道
知
事

様
北
海
道
知
事

様

（
認
証
事
業
者
）
所
在
地

〒
-

（
認
証
事
業
者
）
所
在
地

〒
-

名
称

名
称

代
表
者

,
代
表
者

,

平
成

年
月

日
付
け
で
認
証
を
受
け
た
次
の
道
産
食
品
に
つ
い
て
、
次

平
成

年
月

日
付
け
で
認
証
を
受
け
た
次
の
道
産
食
品
に
つ
い
て
、
次

の
条
件
を
了
知
の
上
、
認
証
マ
ー
ク
を
表
示
し
た
い
の
で
、
申
請
し
ま
す
。

の
条
件
を
了
知
の
上
、
認
証
マ
ー
ク
を
表
示
し
た
い
の
で
、
申
請
し
ま
す
。

記
記

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

２
認
証
番
号

認
証
第

号
２

認
証
番
号

認
証
第

号

３
認
証
機
関
名

３
認
証
機
関
名

４
使
用
す
る
認
証
マ
ー
ク
の
種
類
等 等等等

４
使
用
す
る
認
証
マ
ー
ク
の
種
類
等 等等等

（
１
）
認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
す
る
種
類

（
１
）
認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
す
る
種
類

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

（
２
）
認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
（
制
度
Ｐ
Ｒ
を
含
む
）
に
使
用
す
る
種
類

（
２
）
認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
（
制
度
Ｐ
Ｒ
を
含
む
）
に
使
用
す
る
種
類

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

５
～
７

〈
略
〉

５
～
７

〈
略
〉
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（
認

証
マ

ー
ク

使
用

許
諾

書
）

（
認

証
マ

ー
ク

使
用

許
諾

書
）

（
認

証
マ

ー
ク

使
用

許
諾

書
）

（
認

証
マ

ー
ク

使
用

許
諾

書
）

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

（
様
式
２
）

（
様
式
２
）

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
書

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
書

記
号

記
号

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日

（
認
証
事
業
者
）

様
（
認
証
事
業
者
）

様

北
海
道
知
事

北
海
道
知
事

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
認
証
マ
ー
ク
の
使
用
許
諾
申
請

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
認
証
マ
ー
ク
の
使
用
許
諾
申
請

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
承
諾
し
ま
す
。

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
承
諾
し
ま
す
。

記
記

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

２
認
証
番
号

認
証
第

号
２

認
証
番
号

認
証
第

号

３
認
証
マ
ー
ク
の
印
刷
事
項

３
認
証
マ
ー
ク
の
印
刷
事
項

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
用

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
用

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
用

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
用
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（
使

用
許

諾
を

受
け

た
許

諾
事

項
を

変
更

す
る

場
合

（
使

用
許

諾
を

受
け

た
許

諾
事

項
を

変
更

す
る

場
合

（
使

用
許

諾
を

受
け

た
許

諾
事

項
を

変
更

す
る

場
合

（
使

用
許

諾
を

受
け

た
許

諾
事

項
を

変
更

す
る

場
合

）

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

（
様
式
４
）

（
様
式
４
）

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
変
更
申
請
書

認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
変
更
申
請
書

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日

北
海
道
知
事

様
北
海
道
知
事

様

（
認
証
事
業
者
）

所
在
地

〒
-

（
認
証
事
業
者
）
所
在
地

〒
-

名
称

名
称

代
表
者

,
代
表
者

,

平
成

年
月

日
付
け
記

号
で
認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
を
受
け
た
許
諾

平
成

年
月

日
付
け
記

号
で
認
証
マ
ー
ク
使
用
許
諾
を
受
け
た
許
諾

事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
次
の
条
件
を
了
知
の
上
、
認
証
マ

事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
次
の
条
件
を
了
知
の
上
、
認
証
マ

ー
ク
を
表
示
し
た
い
の
で
、
印
刷
事
業
者
等
の
誓
約
書
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

ー
ク
を
表
示
し
た
い
の
で
、
印
刷
事
業
者
等
の
誓
約
書
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

記
記

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

２
認
証
番
号

認
証
第

号
２

認
証
番
号

認
証
第

号

３
認
証
機
関
名

３
認
証
機
関
名

４
変
更
理
由

４
変
更
理
由

５
変
更
使
用
す
る
認
証
マ
ー
ク
の
種
類

５
変
更
使
用
す
る
認
証
マ
ー
ク
の
種
類

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
す
る
種
類

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
す
る
種
類

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
（
制
度
Ｐ
Ｒ
を
含
む
）
に
使
用
す
る
種
類

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
（
制
度
Ｐ
Ｒ
を
含
む
）
に
使
用
す
る
種
類

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

基
本
タ
テ
組
ー
和
文

基
本
タ
テ
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
和
文

展
開
ヨ
コ
組
ー
欧
文

６
～
８

〈
略
〉

６
～
８

〈
略
〉
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（
認

証
マ

ー
ク

使
用

変
更

許
諾

書
（

認
証

マ
ー

ク
使

用
変

更
許

諾
書

（
認

証
マ

ー
ク

使
用

変
更

許
諾

書
（

認
証

マ
ー

ク
使

用
変

更
許

諾
書

）

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

改
正

案
現

行
改

正
案

現
行

（
様
式
５
）

（
様
式
５
）

認
証
マ
ー
ク
使
用
変
更
許
諾
書

認
証
マ
ー
ク
使
用
変
更
許
諾
書

記
号

記
号

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日

（
認
証
事
業
者
）

様
（
認
証
事
業
者
）

様

北
海
道
知
事

北
海
道
知
事

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
認
証
マ
ー
ク
の
使
用
変
更
許
諾

平
成

年
月

日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
認
証
マ
ー
ク
の
使
用
変
更
許
諾

申
請
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
承
諾
し
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
承
諾
し
ま
す
。

記
記

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

１
認
証
道
産
食
品
の
種
類
及
び
名
称

２
認
証
番
号

認
証
第

号
２

認
証
番
号

認
証
第

号

３
認
証
マ
ー
ク
の
印
刷
事
項

３
認
証
マ
ー
ク
の
印
刷
事
項

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
用

（
１
）

認
証
道
産
食
品
に
シ
ー
ル
又
は
印
刷
用

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

認
証
マ
ー
ク
に
併
記
す
る
文
言

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
用

（
２
）

認
証
道
産
食
品
の
販
売
促
進
等
用


